
〇 都道府県が主体となり「鳥獣被害対策タスクフォース」を立ち上げ、 首⾧のコミットメント、関係団体の参画を要件として、対策の高度
化に強い意欲のある、重点支援対象市町村を選定。
〇 「鳥獣被害対策強化プログラム」に基づき、重点支援対象市町村は、効果的・効率的な鳥獣被害対策を実施するとともに、実施に当たっ
て必要な財源の確保に努める。
〇 各都道府県で鳥獣被害対策の優良事例を創出、その横展開をし、地域での対策に反映することで、鳥獣被害額全体の減少を図る。

鳥獣被害対策タスクフォースについて

鳥獣被害対策タスクフォース

・「重点支援対象市町村」の選定
・「鳥獣被害対策強化プログラム」の審査・認定
・事例の横展開の実施

＜要件＞
・市町村⾧のコミットメントが明確であること
・地域の関係者の参画が確実であること

＜取組＞
・「鳥獣被害対策強化プログラム」の策定
・プログラムに基づく対策を実施
・プログラム実施に係る財源の確保

重点支援対象市町村

都道府県

他市町村

〇狩猟団体
・加害個体の捕獲や専門知識の提供

〇農林漁業研究機関
・科学的な知見に基づく助言

〇農林漁業団体（農協・漁協 等）
・被害状況の把握、被害防止対策の実施 等

参画団体

＜財政措置＞
・実施に必要な経費への交付金優先配分
＜伴走支援＞
・先進事例の共有
・専門家の派遣
・国有林等への立ち入りの調整 等

国（関係省庁が連携）

計画策定・
実施計画の報告

計画審査や認定・
技術的助言

財政措置・
伴走支援

優良事例の横展開


